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今年は４月末から暑かったり肌寒かったり、晴れたかと思うと突然の雨…でも、花壇
の花たちは５月には一気に咲き誇りました。 
先月号でご紹介しきれなかった駅前花壇、そして駅前花壇同様に、当会のスタッフ 
さんたちが愛情いっぱいお世話している地域の花壇の数々をどうぞご覧ください。 

（この他の写真も当会ブログに掲載されています。https://blog.canpan.info/npoogc/） 

 

青葉児童公園 

蒲田交差公衆トイレ（北口トイレ）花壇 

かまた生活支援センター 

下丸子駅前花壇 特別養護老人ホーム糀谷 しいのき園 

南六郷福祉園 大森東福祉園 
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忙しい！忙しい！！でも楽しい季節の始まりです♪ 

４月～５月の活動をご紹介します！ 

多摩川大橋緑地で行われた「大田区子どもガーデンパーティー」は

晴天に恵まれましたが、多摩川からの風が強くて英字新聞や紙コッ

プを押さえながらの作業でした。子どもたちが素直に話を聞いて 

やってくれたので、こちらもついスイッチが入りました。 

小学生の女の子たちは色彩のある多肉植物を選び、また小さなお嬢

さんは自分の分を作り終えてお父さんにレクチャーしているのが

微笑ましかったです。 

多肉植物には棘がないのです。世の中には言葉の棘、美しい花の棘、美しい

女性の棘、男性の棘…？があります。これらにめげずに大きく成長してほし

いと子どもたちを見て思いました。 

準備された数十種類の多肉植物もすべてポット苗となり、予定を１時間以上

も早く終了となりました。楽しい一日でした。（後藤次子） 

 

第68回「大田区子どもガーデンパーティー」矢口会場 ４/28（日）多摩川大橋緑地 
「英字新聞でミニポットを作り多肉植物を植えよう」 

 

 

 

「18色の緑づくり支援講習会」： ５/８（水）羽田特別出張所 

 

 

 

 

初参加の方がたくさん。羽田地区18色の

広がりを実感します。 ニチニチソウの種まき実習。 
羽田地区恒例のタネだんご作り。

皆とても楽しそう♪ 

第182回せせらぎ園芸セミナー 

「千年のバラ - ミレニアムローズ ～生活の中で楽しむ食香バラ～」： ５/５（日）田園調布せせらぎ公園  

講師：浦辺苳子氏（日本家庭園芸普及協会他） 

 

 

 

我が国でもバラの歴史は古く、源氏物語や古今集にも登場

しています。しかし実際には明治維新以後、更には1960年

代の高度成長期に急速に広がったようです。 

バラは野生種が約200種。その約1/3は中国に、四季咲性の

バラ等多くはヨーロッパで品種改良されました。中国では、 

ハマナスと他の野生バラとの交種による食香

バラも殺菌作用が強いことから薬やお酒に使

われていましたが、今では豊かな香りのメイ

グイローズとして生活を芳しくしています。 

浦辺先生は５月16日(木)～20日（月）中国の

バラの郷、平陰を訪ねられるとのこと。現地で

のお話もまた伺いたいと思いつつ、バラの 

香り漂う５月のセミナーを終了致しました。 

(谷文枝) 

第182回を迎えた５月の園芸セミナーでは、浦辺苳子先生

に「千年のバラ ― ミレニアムローズ～生活の中で楽しむ

食香バラ～」をお話しいただきました。また、今回は“私た

ちも更にバラを楽しめるように”と、食香バラを使ったバラ

酢やローションの作り方など、鑑賞するだけではなく生活

の中での楽しみ方についても教えていただきました。 

浦辺苳子先生 講義風景 食香バラ 豊華 
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「池上まち歩き」： ５/10（金） 

 

 

 

 

気持ち良く晴れた日、池上駅前に十

数人が集合。手作りマップを渡され

て出発です。本門寺手前から呑川

沿いのお寺の緑を見ながら、まさに

「こんなところにCafe」を覗いて静か

な住宅街へ入っていきます。趣の 

ある家、外国に行ったかのような建

物、よく手入れされた庭先やプランタ 

ーに真っ盛りの様々な花や樹木、

あっちを向いてもこっちを向いても

ため息が出ます。最近整備された

佐伯山緑地に上ると、いい眺めが

広がります。神社でお参りしたり、 

 

 

坂を登ったり降りたり…本門寺を抜けて最終地点の会員

川口邸に入れば、満開のバラの花園です。一息つきな

がらミニミーティング。会員から募って「私のお気に入り

のみどりの小道？」マップを新規事業として作ってみよう

と盛り上がりました。 

初めて歩くところばかりで、大田区にはこんな素敵な緑の

街並みがあったんだと感嘆しきり、心地よい疲れが残る

楽しいまち歩きができました。（荻野博子） 

 

「みどりの縁側」より 平和の森公園展示室 

 

 

 

 

 

 

★「みちくさウォーク in 平和の森公園」 ５/２（木休） 

講師：佐々木知幸氏（造園家・樹木医・ネイチャーガイド） 

 

 

 

 

 

昨年夏に引き続き、春バージョンで「みちくさ

部長」佐々木知幸さんと平和の森公園の野

草や樹木を見つけながら歩きました。 

「ハルジオン、ヒメジョオン、オオイヌノフグリ

等」の野草、エゴノキの説明やサクラの種類

の見分け方等を現物を一つ一つ手に取って

説明してもらいました。 

特にサクラの種類の見分け方は初めてなので非常に新鮮でした。何気なく平和の森公園を歩いて眺めていました

が、なんと植物の多いことか…改めて感じました。（阿部敏章） 

５月の花の観察は、春早くに咲く花は種子

となっていて（カラスノエンドウ）、春遅くに咲

く花を中心に観察しました。スズメノエンド

ウ、アカバナユウゲショウ、チチコグサ、キ

ュウリグサ、ウラジロチチコグサなど。 

(上田志朗) 

★「ネイチャーウォーク～公園内の野草の花について」５/４（土） 

 

 

 

 

 

スズメノエンドウ アカバナユウゲショウ チチコグサ 

緑化普及講座 

「ハーブ講座」 ：５/18（土）池上会館  講師:永田ヒロ子氏(ハーブ研究家)  

 

 

 

 

大田区主催緑化普及講座第１回「ハーブ講座」を開催

しました。永田先生は英国の文化を交えてハーブのあ

る暮らし方を素敵にお話しくださいました。休憩時間で

は農園で朝摘みしたカモミール、レモングラス、ミントの 

ハーブティーを皆さんに飲んでいただきました。 

講座ではジフィーを使って種まき体験も行い、２時間は

あっという間でした。（内田秀子） 
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＜今月の会員だよりの同封物＞ 

◆活動カレンダー  ◆「みどりの縁側」だより６月号  ◆「せせらぎセミナー」チラシ  ◆活動アンケート（会員のみ） 

◆2019年度グリーンアドバイザー認定講習・試験のご案内  ◆「みどりの縁側」６月スタッフシフト表（会員のみ）  

 

通常総会及び 
交流懇親会のお知らせ 

  
通常総会は正会員の皆さまで審議を行う場ですが、

どなたでも傍聴可能です。正会員の皆さまには  

総会資料をお送りします。交流懇親会はどなたでも

ご参加いただけます。是非ご参加ください！  
◆日時：６月９日（日） 
午前10時～12時 第16回通常総会 
午後1時～4時30分 交流懇親会 

★講演会：牧野ふみよさんによる英国王立園芸

協会主催「チェルシーフラワーショー」（世界一 

権威のある庭と花のコンテスト）視察報告 

及び、交流懇談会を予定しています！ 

◆会場：池上会館 第一会議室 

今月号から「安全」や「衛生」など会員が活動するうえで情報共有しておいた方がよい

テーマを選んで、不定期ですが発信するコーナーを設けました。 

「私は大丈夫！」と他人事と思わずに是非関心をもってくださると嬉しいです。 

また「こんなこともみんなで共有しておいた方がいいよ」という情報がありましたら、 

事務局までご一報ください。 

 

。 

大田区主催の緑化普及講座のお手伝いです。 

ご協力いただける方は「活動アンケート」にご記入  

ください。 
 

 キッチンガーデン講座 

６月８日（土）10時～12時  

スタッフ集合は8時45分です。 

   消費者生活センター ２階大集会室 

※別日に事前準備あり。後日連絡します。 

 

自転車保険の加入を義務づける自治体が増えています。 
東京都では現在「加入努力義務」ですが、なぜ「自転車保険の加入義務化」が進んでいるのかというと… 

自転車の重大事故により高額な賠償金を請求されるケースがあとを絶たないからです。 

当会では活動場所まで自転車利用されている方がたくさんいらっしゃいます。もしものために自分の身を護る  

ためにも自転車保険の加入をお勧めします。 

では、 

どんな自転車保険に入ればいいのでしょうか？ 

①個人賠償責任補償のついたもの 

②家族全員で入れるもの 

自転車保険加入義務は未成年から高齢者まですべての人が対象です。家族全員まとめて補償できる保険を 

選べば、1人ずつ加入するよりも保険料がおトクになる場合もあります。  

生命保険や医療保険などで知られている会社からコンビニ、クレジットカード会社など、実にさまざまな

会社から提供されていますので、自分が普段利用しているサービスと連携している自転車保険なども

お勧めです。 

補償内容はさまざまですから、自分や家族に合った保険内容を検討して選んでくださいね！ 

 

事務局より 


